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令和５年度事業計画書 

 
Ⅰ 事 業 方 針 

 

 当センタ－は、昭和 58 年に発足し、平成 24 年度に公益財団法人へと移行し、

現在に至るまで、真に公益を担う団体として安定した経営基盤の確立を目指しつ

つ、県民の利益と社会福祉を増進し、より良質な社会資本の整備や建設技術水準

向上のため、県および市町等の建設事業支援に取り組んできたところです。 

 一方で、人口減少や高齢者人口の増加に伴う建設分野での担い手不足、激甚化

・頻発化する自然災害への備え、SDGｓの考えに配慮した社会資本整備の推進な

ど、センターを取り巻く社会経済情勢は変化しています。 

 こうした現状を踏まえ、令和４年３月に新たに策定した中期経営計画（R4～R

8 年度）に掲げる「質の高い社会資本の整備や適正な管理への支援を通じて、  

“未来へと幸せが続く滋賀づくり”に貢献する」経営理念のもと、建設 DX（ﾃﾞｼﾞﾀ

ﾙﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ）の推進など時代のニーズに的確な対応をして、事業をさらに推進

していきます。 

  なお、事業展開にあたっては、ポストコロナを見据えた視点で継続的に実施し

ます。 

 

【令和５年度の新たな取り組み】 

① 建設 DX の推進 

・24 時間現地確認システム（360 度現地立会技術を応用）の構築 

・メタバースを用いたバーチャル DX ルームを構築 

② 新土木積算システムの運用開始 

 ・市町等 23 機関の利用をまとめ、令和 5 年 8 月より新システム運用開始 

③ 研修事業 

・「研修課」の新設、技術力向上研修の充実：新規講座「公共工事品質

確保技術者試験対策」 

 

 
 

Ⅱ 事 業 計 画 

 

１ 技術支援事業 

(1) 建設技術職員等の研修事業 

高度化・多様化する土木技術に対応できる技術職員を育成し、公共事業

の適正で円滑な推進に寄与するため、「研修課」を新設して研修事業の強化

を図ります。県職員については、県の研修計画に基づき研修を実施し、市町

職員については、市町職員を対象とした独自研修だけでなく、県職員研修へ

も幅広く参加していただけるよう受講機会の拡充を図ります。 

また、民間建設技術者向け研修については、引き続き CPDS 対象講座と

して技術力の向上に努めます。 

市町からの長期および短期派遣研修受け入れについても、これまでに引

き続いて推奨していきます。 

特に、日常業務の積算を題材とした短期集中的な派遣研修については、

市町業務の効率的な執行に寄与できると思われるため、機会あるごとに積極

的に推奨していきます。 
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【建設技術職員等への研修事業】 

        年   度 令和５年度計画 令和４年度計画 

        区   分 講座 人数（人） 講座 人数（人） 

 県職員研修 ３５       ７８８ ３９       ９０８ 

 市町職員研修 ３２       ７４２ ３０       ３５０ 

 民間技術者研修   ７       ３００   ８       ３９０ 

 市町職員長期研修              １                 － 

 市町職員積算等短期研修               ５                 ５ 

     受講料     １１，６００千円     １１，０００千円 

 

 

(2) 発注者支援事業 

ア 建設工事の積算業務等 

      市町については、技術者の不足等を勘案し、建設工事の設計管理・積算

・施工管理・検査業務を優先的に受託することにより、積極的な技術支援

を行います。また、県についても、大規模建設工事等の積算業務を受託し、

支援を行います。 

 

      【積算等受託業務】 

 

 

令和５年度計画 令和４年度計画 

件数 受託額（千円） 件数 受託額（千円） 

  県 事 業 ４０ １５２，３００ ３５ １３９，８１７ 

  市町事業 １６ ５２，２００ ２３ ６７，１００ 

  公社事業    ２ ５００   １ ２７５ 

計 ５８ ２０５，０００ ５９ ２０７，１９２ 

 

イ 検査支援業務 

建設工事の中間、完了検査の補助を行うことにより、各発注者の繁忙

時対策、技術力向上などを支援します。 

 

 

(3) 電子媒体化支援事業 

ア 市町等が利用している積算システムの維持管理費等の軽減を図るため、

同システムを一括管理する集約化業務を実施します。 

既存の積算システム(創積)については、継続工事等での利用が見込まれ

ることから、引き続き運用を行います。 

県が進める新積算システムについては、市町等が円滑に利用を開始でき

るよう関係機関と十分調整のうえ、一括して利用環境を整備し、令和５年

８月より運用を開始します。新システムでは、現行システムで各市町等が

個別に契約・支払いを行っている保守費用についても、センターが一括し

て保守契約を行うことで、市町等の負担を軽減します。 

 

 【滋賀県積算システム集約化事業】 

 現行システム(創積) 

令和５年度計画 令和４年度計画 

 ﾕｰｻﾞｰ数 １６７  ﾕｰｻﾞｰ数   １６６ 

 利 用 料    ４，４０９千円  利 用 料 ４，３５６千円 
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 新システム(令和５年８月運用開始) 

令和５年度計画（８ヶ月分） 令和４年度計画 

 ﾕｰｻﾞｰ数 １７４  ﾕｰｻﾞｰ数     － 

 利 用 料   ５１，０５３千円  利 用 料 － 

 

 

イ 県工事の監督体制の強化や関係書類の管理等を支援するため、工事発注

者と受注者が関係書類や写真などを共有する情報共有システムの運営を実

施します。 

令和４年度より利用を開始した市町発注工事については、利便性や操作

方法の周知を進め、さらに利用の拡大を図っていきます。 

 

【滋賀県工事管理情報共有システム事業】 

令和５年度計画 令和４年度計画 

件   数    ５４０件 件   数    ５００件 

利 用 料 ５１，０００千円 利 用 料 ４６，０００千円 

 

 

(4) 市町管理の橋梁点検事業 

滋賀県道路メンテナンス会議における施策の方向性を踏まえつつ、市町

における土木技術者不足や担当者の知識・経験不足等への支援を目的に、関

係市町と協定を締結し、二巡目点検（５年で一巡）の５年目にかかる地域一

括発注業務を行います。業務遂行にあたって、市町および受注者との密接な

連絡調整を通じ、効率的な業務遂行と点検成果の信頼性の向上に努めます。 

また、市町が点検データを有効に活用できるよう、「橋梁データベースシ

ステム」により、適正なデータ管理を継続します。 

 

   【市町橋梁点検事業】 

区 分 
令和５年度計画(15市町) 令和４年度計画(16市町) 

橋数 受託額（千円） 橋数 受託額（千円） 

 橋梁点検事業  

1,332 

 

４４４，８０１  

1,650 

 

４８７，９２４ 

うち外部委託額 ４１１，４００ ４４９，５１５ 

うち間接経費     ３３，４０１     ３８，４０９ 

 

 

(5) 下水道排水設備工事責任技術者資格試験等支援事業 

民間の下水道排水設備工事に必要な工事責任技術者の資格試験と更新事

務を、厳正に実施します。 

 

 令和５年度計画 令和４年度計画 

  更新講習会      １，１９０人          ５１０人 

  受験講習会            ６０人            ６０人 

  試   験            ９０人           １００人 

  受 講 料 等      １６，６７０千円 5，２１１千円 
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(6) 建設資材試験事業 

国・県・市町等や民間から依頼されるコンクリ－ト圧縮強度試験や鋼材

引張試験等の建設工事用材料の品質試験を実施し、県内唯一の公的建設資材

試験機関として、建設工事材料の品質の確保・向上に寄与します。 

 

 令和５年度計画 令和４年度計画 

手  数  料    ３２，０００千円    ３２，０００千円 

 

 

２ その他 

(1)  技術相談の実施  

市町からの建設工事の基本計画から維持管理までの技術等に関する相

談については、適時に的確な技術助言を行い、公共事業の適正な執行に寄

与します。 

 

(2)  全国関係機関との連携 

「全国建設技術センタ－等協議会」（４０道府県で構成）に参画し、関

係機関との連携や建設技術の向上等に努めます。 

なお、令和 5 年度に当協議会は 50 周年を迎え、通常の全国大会を 50 周

年記念大会に位置付けた「全技協設立 50 周年記念事業」が開催されます。

 その開催地は「滋賀県」が担当します。 

 

(3)  広報の充実   

ホ－ムペ－ジにより広く一般県民や建設技術者に事業内容や建設技術

に関する情報等の提供に努めます。 


